
（様式２）
令和　　年　　月　　日
ＪＲ膳所駅前南地区市街地再開発準備組合　御中

秘密保持誓約書
弊社は、本事業協力者募集を目的（以下「本目的」という。）として、貴組合から弊社に開示された情報（以下「本件情報」という。）の保持に関して、以下の条項を遵守することを確約し、本書を提出します。

（定義）
第１条　本書でいう本件情報とは、口頭、書面もしくは電子情報その他開示の方法を問わず、本目的のために貴組合から弊社に対して開示される一切の情報をいいます。

（機密保持）
第２条　弊社は、本件情報について厳に機密を保持し、本目的にのみ使用するものとし、これを第三者に開示もしくは漏洩いたしません。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りではありません。
①　貴組合から開示された時点で、既に自ら保有していたもの。
②　正当な権限を有する第三者から開示されたもの。
③　法令や政府機関の規則等により開示が要求されたもの。
④　本目的のために必要な範囲内で、弊社の役員、従業員及び本目的に関して弊社の委任を受けた弁護士、公認会計士、税理士若しくはこれに準ずる専門家に対して開示する場合。
２　前項第４号により本目的のために弊社が第三者に対して本件情報を開示する場合は、弊社は、本書と同一の機密保持義務を遵守する旨の当該第三者作成による誓約書を貴組合に提出いたします。


（損害賠償）
第３条　弊社は、故意または過失により本書に違反して貴組合に損害を与えた場合には、貴組合に対してその損害を賠償いたします。

（本件情報の返還）
第４条　弊社は、貴組合から本件情報の返還請求を受けたとき又は事業協力者に選定されなかったときは、貴組合から開示された本件情報の全てを、そのあらゆる形態の写しを含めて、速やかに返還又は廃棄･消去するものとします。
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